
アンタンダン制におけるシュブデレゲ官職の売買に
ついて（上） : ブルターニュを中心に

言語: Japanese

出版者: 北海道教育大学

公開日: 2012-11-07

キーワード: 

作成者: 吉田, 弘夫

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.32150/00001837URL



第２２ 巻

　

第１号

　　　　　　　　　　

北海道教育大学紀要（第一部Ｂ） 昭和４６年９月

アンタ ンダン制におけるシュ ブデレゲ

官職の売買について （上）

－－ブルターニュを中心に－－

吉

　　

田

　　

弘

　　

夫

北海道教育大学札幌分校歴史学研究室

Ｈｉｒｏｏ ＹＯＳＨｍＡ： Ｌａ Ｖ６ｎａｌｉｔｅｄｅｓｏ任ｉｃｅｓ

　

ｄｅｓＳｕｂｄき１壱ｇｕｅｓ

ｄｅｓ

　

ｌｎｔｅｎｄａｎｔｓ．

　　

－－－Ｐｒｉｎｃｉｐａｌｅｍーｅｎｔ

　

ｅｎ

　

Ｂｒｅｔａｇｎｅ一－－

目

　　　　

次

（１） ブルターニュにおける１７０４年以

　

前のシュブデレゲ（以上本号）

侶） １７０４年王令とその実施について

　

（以下次号）

（３） シュブデレゲ官職購入者の社会

　

層について

　

む

　

す

　

び

　　

は しが き

〔一〕 諸

　

前

　

提

（１） 絶対王政期の二つの官僚体系

（２） アソタソダソ制の発展過程

（３） シュブデレゲ制の形成

〔二〕 ブルターニュにおけるシュプ

　

デレゲ官職の売買について

　　　　　　　　　

は

　　

し

　　

が

　　

き

　

近年， わが国の絶対主義研究には新しい動向が生まれつつある， その特徴は， 問題発想の起点を

絶対主義における「理念と実態の解離」を認識することにおき， この認識のもとで実態把握の作業

を進め， その結果に基づき絶対主義ないし絶対主義時代の特質を明らかにしようとするところにあ

る１）． 絶対主義とは， 理念的に言えば， あらゆる権力が集中し， 集中された権力が制約を持たぬ政

治体制であり， 絶対王権はかかる体制の実現を志向する． しかし， このことは， 絶対主義体制が，

現実にも， このようなものであったことを意味するものでは決してない２）． 勿論， あらゆる支配体

制において， なにほどかの「理念と実態の解離」は見出される， だが， 絶対主義においては， この

解離がとりわけ甚だしく， これが絶対主義の理解を著しく妨げているのである．

　

それでは， この新しい研究動向は， いかなる研究状況を前提として生じたものであろうか． 第一

に， それは， 従来の諸研究によっては絶対主義に関する統一的イメージを描くことが困難であると

いう事情による３）， 即ち， 社会・経済構造に多かれ少なかれ封建的ないし前近代的性格を見出し，従

って絶対主義権力の性格もかかるものとして規定する社会・経済史的見解が存在する一方， 絶対，王

政は， 封建制を克服したものとして， とりわけその権力機構に近代的性格を見出す政治・法制史的

見解４）が存在し， 両者の絶対主義像の縄酷が甚だしいことである， 第二に， 最近におけるヨーロッ

パ学界の研究動向が， 従来の絶対主義像を著しく修正しつつあるということである， 即ち， 最近の

諸研究は， ルイ１４世の世紀としてこれまでフランス絶対王政の最盛期の地位が与えられてきたまさ

一１５－



ｖｏｌ，２２Ｎｏ，Ｉ

　　　　　

ＪｏｕｒｎａｌｏｆＨｏｋｌ｛ａｉｄｏ ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＥｄｕ儒ｔｉｏｎ（Ｓにｔｉｏｎ １Ｒ） ．

　　　　　

Ｓｅｐｔ，，１９７１

にその十七世紀に，あるいは民衆反乱による社会の動揺を見出し５）， あるいは穀物価格の変動の分析

等を通じて経済の危機を摘出し６），

　

また あるいは人口動態の研究を通じて社会の旧さを明らかにし

ているのである７）． これらの諸研究は従来の 《大世紀 （Ｇｒａｎｄ

　

Ｓｉｅｃｌｅ）》 のイメージにかえて《危

機の世紀》を見ようとし８）， その社会に， 多少とも前近代的性格を与えようとする９）．

　

こうした研

究状況を前提として， 絶対主義研究を進める場合， 当然のことながら， 絶対王権理論と絶対王政の

実態とを等置することは勿論， 絶対王政権力が発布する諸王令とその実現を即等式で結ぶこともま

た注意深く避けねばならぬ． 即ち， 絶対王政の「願望」 に十分留意しつつも， 就中， その願望がど

の程度 「達成」 されたかを明らかにせねばならぬのである．

　

本稿の意図もまた， ほぼ， かかる視点に基づいている． 従来， 絶対王政が一元的支配を貫徹した

ものとして描かれ， それゆえ近代的性格を与えられた場合， その核心には官僚制の整備が， とりわ

け， アソタソダソ （ｉｎｔｅｎｄａｎｔ） 制の確立が置かれていた． 本稿はアソタソダソ行政の実態を検討

するための予備的作業と・して， アソタソダソ制の末端機構がいかなる制度上の問題を内包するかを

明らかにするために， アソタソダソの下僚たるシュブデレゲｌｏ （ｓｕｂｄｅｌｅｇｕｅ） 官職の売買問題を，
主にブルターニュ （Ｂｒｅｔａｇｎｅ） を中心として， 取り上げるものである．

＜註＞

　　

１） かかる研究の代表的なものは，成瀬治氏の諸論稿に見られる． 成瀬治 「絶対主義とは何か」（「歴史教育」８

　　　

ノ９）（「“Ｌａｎｄｓｔａｎｄｉｓｃｈｅ Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇ“ 考 （上）（中）」（「北海道大学文学部紀要」１３ノ１，１９６４）．および１４

　　　

ノ３，１９６６）．「朕は国家なり」（「大世界史１３」文芸春秋社，１９６８）． 最後のものは， 啓蒙的書物であるが， 新

　　　

しい視角に基づいて歴史叙述を試みたものとして注目される．

　　　　

また， 最近の研究としては， 二宮素子 「ルイ十四世治下の出版統制－治世後半のパリを中心に－」（「史学

　　　

雑誌」７９ノ７，１９７０）．

　　　

筆者も， かかる視角のもとに， 研究を発表したことがある． 「ブルターニュにおける新税（十分の一税，

　　　

二十分の一税）の創設と変容－《ｒｇｉｅ》と《ａｂｏｎｎｅｍｅｎｔ》－」（「北海道大学文学部紀要」１３ノ２，１９６５），

　　

２） 成瀬氏はこの点について， スイスの歴史家ヴスルナー・ネフの提言をあげている． 「絶対主義は， いつで

　　　

も，また何処においても， 多かれ少なかれ， 充たされざる要求にとどまった」． 成瀬 「，，Ｌａｎｄｓｔａｎｄｉｓｃｈｅ

　　　

Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇ″ 考（上）」５８．

　　

３） 成瀬「絶対主義とは何か」１‐２．

　　

４） ヨーロッパにおける国制史的発展の「封建制－身分制－絶対制」の三段階図式を想起されたい． 堀米庸三

　　　

「封建制の最盛期とは何か」（「法制史研究」２，１９５２）１７‐１８．「西洋中世世界の崩壊」（岩波，１９５８）１４５－

　　　

１４８．

　　

５） ＢｏｒｉｓＰｏｒｃｈｎｅｖ，Ｌｅｓｓｏｕｌｅｖｅｍｅｎｔｓｐｏｐｕｌａｉｒｅｓｅｎ Ｆｒａｎｃｅｄｅ１６２３ａ１６４８， Ｐａｒｉｓ，１９６３． （ロシア語版

　　　

は１９４８， ドイツ語版は１９５４）． Ｒｏｌａｎｄ Ｍｏｕｓｎｉｅｒ，Ｆｕｒｅｕｒｓｐａｙｓａｎｎ鮎．Ｌｅｓｐａｙｓａｎｓｄａｎｓｌｅｓｒ６ｖｏｌｔｅｓｄｕ

　　　　

ｘｖ１１ｅｓｉｅＣ１ｅ，Ｐａｒｉｓ，１９６７，

　　　　

ポルシネフの研究に対するムーニエの批判として， Ｒ． Ｍｏｕｓｎｉｅｒ， Ｒｅｃｈｅｒｃｈｅｓ

　

ｓｕｒ

　

ｌｅｓ

　

ｓｏｕｌｅｖｅｍｅｎｔｓ

　　　

ｐｏｐｕｌａｉｒｅｓｅｎ ＦｒａｎｃｅａｖａｎｔｌａＦｒｏｎｄｅ， （Ｒｅｖ．ｄ’ｈｉｓｔ．ｍｏｄ．ｅｔｃｏｎｔｅｍｐ，ｔ．ｖ．１９５８），ｐｐ．８１‐１１３． 最近

　　　

の研究動向を紹介するものとして，ＲｏｂｅｒｔＭａｎｄｒｏｕ，Ｖｉｎｇｔａｎｓａｐｒｅｓ，ｏｕｕｎｅｄｉｒｅｃｔｉｏｎｄｅｒｅｃｈｅｒｃｈｅｓ

　　　

ｆ６ｃｏｎｄｅｓゴｅｓ

　

ｒ６ｖｏｌｔｅｓ

　

Ｐｏｐｕｌａｉｒｅｓ

　

ｅｎ

　

Ｆｒａｎｃｅ

　

ａｕ

　

Ｘｖｌｌｅｓｉｅｃｌｅ，（Ｒｅｖ， ｈｉｓ［，，ｔ，２４２，Ｊｕｉｌ．－Ｓｅｐｔ，，１９６９）

　　　

ｐｐ．２９‐４０

　　

６） こうした研究について紹介するものとして， 遅塚忠卵「１７世紀フランス経済史研究の動向」特にその研究

　　　

方法について－」（「土地制度史学」１５，１９６２，５６－７０）

　　

７） Ｐｉｅｒｒｅ Ｇｏｕｂｅｒｔ，ＢｅａｕｖａｉｓｅｔＢｅａｕｖａｉｓｉｓｄｅ１６００ａ１７３０， Ｐａｒｉｓ，１９６０． 遅塚， 前掲論文，６４‐５．

　　

８） Ｔｒｅｖｏｒ

　

Ａｓｔｏｎ（ｅｄ），Ｃｒｉｓｉｓ

　

ｉｎ

　

Ｅｕｒｏｐｅ １５６０‐１６６０， し）ｎｄｏｎ，１９６５． ここには，１９５４年以降

　

Ｐａｓｔ ＆

　　　

Ｐｒｅｓｅｎｔ誌を中心に諭義された１７世紀の危機について， Ｈｏｂｓｂａｗｍ，Ｔｒｅｖｏｒ‐Ｒｏｐｅｒ，Ｇｏｕｂｅｒｔ，Ｍｏｕｓｎｉｅｒら

　　　

の見解が収められている．Ｒ，Ｍｏｕｓｎｉｅｒ，Ｌｅｓ

　

ＸＶ１ｅｅｔ×ＶＩ１ｅｓｉｅｃｌｅ，４ｅ６ｄ，，
・Ｐａｒｉｓ，１９６１， ｐ，１６１ｅｔｓｑｑ．

　　　

Ａ，Ｄ，Ｌｕｂｉｌｉｎｓｋａｙａ，ＦｒｅｎｃｈＡｂｓｏｌｕｔｉｓｍ：ｔｈｅＣｒｕｃｉａｌｐｈａｓｅ１６２０一１６２９（ｔｒａｎｓ， ｂｙＢ，Ｐｅａｒｃｅ）， Ｌｏｎｄｏｎ，

　　　

１９６８，

　　

９） 例えば， 最近， ムーニエは， ポルシネフとの民衆反乱の理解をめぐる論争を通じて， アンシアン・レジ←

　　　

ムを身分社会 （ｓｏｃｉ６ｒ６ｄ’ｏｒｄｒｅｓ） と して強調 している． Ｒ，Ｍｏｕｓｎｉｅｒ，Ｆｕｒｅｕｒｐａｙｓａｎｎｅｓ，ｐｐ．１３‐４１；ｄｕ

　　　

ｍｅｍｅ， Ｌｅｓｈｉ６ｒａｒＣｈｉｅｓｓｏｃｉａｌｅｓｄｅ１４５０ａｎｏｓｊｏｕｒｓ，Ｐａｒｉｓ，１９６９，ｐｐ．６０‐８２，

　

１０） アンタソダン， シュブデレゲの訳語としては， アンタソダンには， 地方総監， 知事， 地方監察官等の訳語

－１６－
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が， シュブデレゲについては総監代の訳語が使用されているが， 定訳を得ているという状況にはないので，

　　　

本稿ではとりあえず訳語は充てない． 特に地方監察官という訳語は， アソタソダソ制の発展過程に， アソタ

　　　

ソダソが監察官から行政官への変化が見られ， その場合妥当性を欠くので避ける．

〔一〕 諸

　　　

前

　　　

提

　

本稿は， シュブデレゲ官職売買をめぐるアソタソダソ制 の 問 題 を， 主 と して リ コ マ ー ル （ｊ，

Ｒｉｃｏｍｍａｒｄ） の諸研究に依拠しつつ検討するものであるが， それに先立ち， 官職売買の前提をなす

アソシアソ・レジーム期フランスの官職原理， およびシュブデレゲの出現を促したア ソタソダソ制

の発展過程について若干の言及をせねばならぬ．

　

（１） 絶対王政期における二つの官僚体系

　

フランス史学においては， 絶対王政期の官僚について， 通常， これを二つの官僚体系に峻別して

理解する仕方が行なわれている． 例えば， ゼレル （Ｇ．Ｚｅｌｌｅｒ） によると， 《公権力の代行者は，
ｏ伍ｃｉｅｒ と ｃｏｍｍｉｓｓａｉｒｅの二大範時に区分される． この両者は， ともに王の権力を委任されること

によって， 王の名において語りかつ行動するものであるが， とはいえ， この両者に共通するものは

何もないのである１）》とされている． そこで，まず， これら二つの官職原理について簡単にふれる．

　

第‐一に， オフィ シェ （ｏ伍ｃｉｅｒ） であるが， 現代においてオフィ シェとは幹部将校たる軍人を意味

するが， アンシアン・レジーム期には， 軍職に限らず， 一般的・通常的官僚群を指して用 い られ

た． しかし， この官職は今日の官職観からすればはなはだしく性格を異にするものである． １７世紀

の法律家ロワゾー （Ｃｈ．Ｌｏｙｓｅａｕ） によれば， オフィ シェの保有する官職 （ｏ伍ｃｅ） は次のように定

義される． 即ち． オフィスとは《公的職務を伴うところの通常の品格 （ｄｉｇｎｉｔｅ）２）》であると． この

定義の意味するところを記述すれば， ほぼ， 次の如くである． 第一に， オフィスとは何よりもまず
デイ：テ
品格， つまり， 社会における顕官としての地位， 身分であること， 第二に， 従って， 公的職務自体

は副次的なもの， つまり， 地位に付随するものとされていること。 それゆえ， オフィシェにとって

は， オフィスのタイ トルは 職務それ自体と切りはなしても尊重に値するものであったのである． 第

三に， かかる官職が国王統治機構にとって通常的なものであったことである． オフィスに関するロ

ワゾーの定義の意味するところは， ほぼ， 以上の通りである．

　

しかし， ムーニエ （Ｒ， Ｍｏｕｓｎｉｅｒ） は， 上記の定義と関連するが， しかしながらロワゾーによっ

ては明示されておらぬオフィスの性格を補足する． 前述した如く， オフィスは公的職務であるより

は， まずもって， 社会における地位であり身分であったから， オフィスはオフィシェによって， 事

実上， 終身のものとみなされ， ついで， 世襲化される傾向を持ち， また， 早くから， 売買の対象と

なった． 所謂， 官職売買 （ｖｅｎａｌｉｔｅ ｄｅｓｏ伍ｃｅｓ３）） である． 従って， ムーニエによれば， オフィス

はまた《世襲財産・私有財産たる性格 （ｌｅｓｃａｒａｃｔｅｒｅｓ ｄｕｎ ｂｉｅｎ ｐａｔｒｉｍｏｎｉａｌ， ｄｕｎｅ

　

ｐｒｏｐｒｉｅｔき

ｐｒｉｖｅｅ４））》 を有していたのである． それゆえ， かかる私有財産的官職観のもとでは， オフィスの私

的利用５）が許容され， また， オフィシェは王権にとって自由に免職し得る官僚たり得なかったので

ある６）．

　

かかるオフィシェがフランス王権にとって通常的官僚機構を構成した． 即ち， 最高諸院 ｏｕｒｓ

ｓｏｕｖｅｒａｉｎｅｓ７）） を頂点とし，ｂａｉｌｌｉａｇｅ（バイイ 裁判所），ｓるｎｅｃｈａｕｓｓｅｅ（セネシャル裁判所），ｐｒｅｖ６ｔｅ

（プレヴオ裁判所） にいたる司法官，ｔｒｅｓｏｒｉｅｒｄｅＦｒａｎｃｅ（フランス財務官） などの財務官， ｍａｉｔｒｅ

ｄｅｓｒｅｑｕｅｔｅ（訴願審査官） などの中央官僚を代表的なものとして， その他多数の官職が， またます

ますその数を増しつつ８）， オフィスとしてオフィシェに保有されたのである． 絶対王政期の官僚機

構はもっぱらかかる自由に免官し得ぬ特権身分化した官僚によって担われていた． 従って， マンド

ー１７－
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ルウ （Ｒ．Ｍａｎｄｒｏｕ） は， 王権が一元的支配を志向した場合の二重の障害として， 地 方 割拠 主 義

（ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｉｓｍｅｐｒｏｖｉｎｃｉａｌ） と， オフィシェ層の存在をあげるが， このオフィシェ層こそが， 一

面において， 地方の有力者 （ｇｒａｎｄｓ） として， 地方割拠主義を支える働きを示したのである． 即ち

彼らは 《中央権力の侵蝕に対して固有の自主性を守りつつ王に仕えた》のである９）， そこで， 一元

的支配の願望にとって， 官僚機構それ自体が障害をなすとすれば， 新らたな官僚機構の整備が王権

の急務となる． それは， コミセール方式に基づいてなされる．

　

コミセール （ｃｏｍｍｉｓｓａｉｒｅ） は何も絶対王政期に初めて出現した官僚ないし官僚体系ではない．

彼らは， 本来， 何らか特定の任務の委任 （ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ） を受けた 臨 時 の 委 任官 （ｃｏｍｍｉｓｓａｉｒｅ

ｅｘｔｒａｏｒｄｉｎａｉｒｅ） として古くから用いられていた１０）， 彼らにおいては，任務が終了すればコミセール

の権限もまた終了するものであり， また任務の執行中にも解任が可能であった． 従って， 王権が中

央集権的体制の実現を企図し， それゆえにオフィシェに基づく官僚体系の欠陥を意識することが強

くなるにつれ， 王権は自由に免官し得る官僚としてのコミセールを用いてより直属性の強い官僚機

構を作り上げ， オフィシェ官僚機構に対抗させようとする． かく，して， 王権は従来通り臨時的コミ

セールも随時使用するが， また同時に， コミセールをその特質を生かしつつ発展させる， つまり，
臨時的官僚から常設的官僚へ， 限定された任務を委ねられた官僚から， 委任状に任務は明記されは

するが， 極めて広汎な任務， 権限を与えられた官僚へ発展させるのである． このようにして企図さ

れた新直轄行政機構設立の試みは， １５・１６世紀には ｇｏｕｖｅｒｎｅｕｒｄｅｐｒｏｖｉｎｃｅ（州総督） としてあ

らわれるが， とりわけ重要なものは本稿の対象とするアソタソダソ制である．

　

以上， アソシアソ・レジーム期フランスにおける二つの官僚体系について触れたが， 最後にこれ

ら両官僚体系に関する理解の仕方について若干の付言をする．

　

第一に， これら二つの官僚体系は， 現実には，ｇｏｕｖｅｒｎｅｕｒｄｅｐｒｏｖｉｎｃｅ の実質的オフィシェ化

の例に見られるごとくしばしば混渚するが＝）
， 少なくとも原理的には峻別することが可能であり，

しかも王権の集権化政策の進行とともに両者の対照はますます強調されるにいたったこと．

　

第二に， 通常， フランス史学においては， オフィシェ体系を旧官僚体系， コミセール体系を新官

僚体系と称していることである１２）． この点については， コミセールそのものは決して絶対王政期の

創造物ではないことを留保する必要はあるが， 絶対王政期において， 直轄行政機構の重点がオフィ

シェからコミセールヘ移行をみたことを考えるならば， この表現は何ら不適切なものではない，

　

第三に， しかしながら， 従来フランス史学においては， 旧官僚に対する新官僚機構を近代的性格

のものとして描くことが 般的であって， この点には極めて問題がある１３）， 即ち， とりわけア ソタ

ンダン制の整備に基づく集権化政策のうちに絶対王政の近代的性格が強調されているからである．
本稿は， ア ンタンダン制の下部機構たるシュブデレゲ制の問題を探ることによって， かかるイメ日

ジに若干の修正を試みるものである，

＜註＞

　　

１） Ｇａｓｔｏｎ ｚｅｌーｅｒ，Ｌｅｓｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓｄｅ１ａＦｒａｎｃｅａｕ ｘｖｌｅｓｉｅｃｌｅ，Ｐａｒｉｓ，１９４８，ｐ．１２９．

　　

２） 《……ｄｉｇｎｉｔ６ｏｒｄｉｎａｉｒｅａｖにｆｏｎｃヒｉｏｎｐｕｂｌｉｑｕｅ……》 Ｃｈａｒｉｅｓ

　

Ｌｏｙｓｅａｕ， Ｃｉｎｑ

　

ｌｉｖｒｅｓ

　

ｄｕ

　

ｄｒｏｉｔｄｅｓ

　　　

ｏ缶ｃＧ潟，ｃｉｔ， ｐａｒ

　

Ｒ． Ｍ［ｏｕｓｎｉｅｒ， Ｌａ

　

ｖｅｎａｌｉｔ６

　

ｄｅｓ

　

ｏ伍ｃｅｓｓｏｕｓ

　

Ｈｅｎｒｉ

　

ＩＶ ｅｔ

　

ＬｏｕｉｓＸＩＩ１，Ｒｏｕｅｎ，１９４５，

　　　　

Ｐ．××ＶＩＩ．

　　

３） 官職売買については， Ｒ，Ｍｏｕｓｎｉｅｒ，Ｖ６ｎａｉｉｔ６，

　　

４） ｌｂｉｄ．，ｐ．××１×．

　　

５） 例えば， 司法官に対する《きｐｉｃｅｓ》を想起されたい．

　　

６） オフィシェは全く免官不可能であったわけではない， 彼らが大逆罪（ｆｏｒｆａｉｔｕｒｅ）を犯した場合， 王権が

　　　

官職の売買額を払い戻した場合には解任し得た． しかし， 免官がかかる場合に限られていることこそがオフ

　　　

ィスの安定性を示すものである．ｃｆ．ｌｂｉｄ．，ｐ．ｘｘｖｍ，
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７） 最高諸院とは高等法院（Ｐａｒｌｅｌｎｅｎｔ）， 最高評定院（Ｃｏｎｓｅｉｌ

　

ｓｏｕｖｅｒａｉｎ）， 会計検査院 ｈａｍｂｒｅ

　

ｄｅｓ

　　　

Ｃｏｔｎｐｔｅｓ）， 租税院（ＣｏｕｒｄｅｓＡｉｄｅｓ）を総称する語． これらの諸院は事件を， 国王の臨席を得ずに最終審

　　　

として（ｓｏｕｖｅｒａｉｎｅｍｅｎｔ）判決し得るが故にかく呼ばれる． しかし， 理論的には， 最高の裁判権者は国王

　　　

であり， 諸院はこれに従属するものであるから， これは高等法院 ｏｕｒｓｓｕｐ６ｒｉｅｕｒｓ）にすぎぬとも言われ

　　　

る．

　　

８） オフィスとされた官職をすべて記すことは不可能である． 財政上の要求が官職売却を促進したためにおよ

　　　

そ想像に絶する官職が登場する． 例えば， アソリ三世時代の海魚販売官（ｖｅｎｄｅｕｒｓｄｅ ｍａｒ６ｅ）， パリ家畜

　　　

販売官（ｖｅｎｄｅｕｒｓｄｅｂ６ｔａｉｌｓａＰａｒｉｓ）， 乾草監督官 （ｃｏｎｔｒｏｌｅｕｒｓｄｅｆｏｉｎ） な ど， Ｒ，Ｍｏｕｓｎｉｅｒ，Ｖ６ｎａｌｉｔ６，

　　　

Ｐ．２６．

　　

９） Ｒｏｂｅｒｔ Ｍａｎｄｒｏｕ，ＬａＦｒａｎｃｅａｕｘ ＸＶＩ１６ｅｔＸＶＩ１［ｅｓｉａｃｌ総，Ｐａｒｉｓ，１９６７， ｐ，２０３．

　

１０） コミセール概念については， Ｇ． Ｚｅｌｌｅｒ， ｏｐ．ｃｉｔり ｐ．１４２ｅｔｒｓｑｑ．；ＭａｒｃｅＩ

　

Ｍａｒｉｏｎ， Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ

　

ｄｅｓ

　　　　

ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓｄｅｌａ

　

Ｆｒａｎｃｅａｕｘ

　

Ｘｖｌｌｅ

　

ｅｔＸＶＩＩ１ｅ

　

ｓｉきｃーｅｓ，２６

　

６ｄ，，１９６９， ｐ，１２０，

　

１１） ｇｏｕｖｅｒｎｅｕｒ は王権の集権化政策の一環として出現したコミセールであるが， 宗教戦争期の王権の弱体化

　　　

とともに自立化し， その職は世襲されたばかりか， 売買の対象となるにいたった．Ｒ．Ｍｏｕｓｎｉｅｒ，Ｖ６ｎａｌｉｔ６，

　　　

ｐ．２３．

　

１２） 例えば， 最近の研究として， マンドルウは， 《在来の行政（ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎｈ６ｒｉｔ６ｅ）》， および， 《新し

　　　

い行政（ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎｎｏｕｖｅｌｌｅ）》 としてオフィシェに基づく官僚機構とアソタソダソ制とを呼んでいる．

　　　　　

Ｒ．ｈｄａｎｄｒｏｕ，Ｌａ

　

Ｆｒａｎｃｅ

　

ａｕｘ

　

ｘｖ１１ｅ

　

ｅｔｘｖ１１１６

　

ｓｉｅｃｌｅｓ，ｐｐ，２０５・ｅ七２０７．

　

１３） 例えば， 《……これらの行政官 （アソタソダソ）は， 新しい種類の封建制と化そうとする法服貴族の抵抗

　　　

を打ち砕くために創設された》 （括弧内筆者）． Ｃｈａｒｌｅｓ

　

Ｇｏｄａｒｄ，Ｌ１ｅｓ

　

ｐｏｕｖｏｉｒｓ

　

ｄｅｓｉｎｔｅｎｄａｎｔｓ

　

ｓｏｕｓ

　　　

ｌ

　　　

ｏｕｉｓＸＩＶ，１９０１，Ｐａｒｉｓ，ｐ．４３８．但し， フランスにおいても近年， 絶対王政における「理念と実態」のギャ

　　　

ップが問題とされるようになり， 絶対王政についても， アンタソダソ制についてもともにその《ｐｒ６ｃａｒｉｔ６》

　　　

（マンドルウ） を認める傾向が支配的となりつつある．
Ｒ．Ｍａｎｄｒｏｕ， Ｌａ Ｆｒａｎｃｅ

　

ａｕｘ

　

×ＶＩ１ｅ

　

ｅｔ

　

×Ｖｍｅ

　　　　　　

ｓｉｅｃｌｅｓ，ｐｐ．１９５‐２１２．

　

｛２） アソタソダソ制の発展過程

　

次に， ア ソタソダソ制のもとにおけるシュブデレゲ機構形成の意味を考えるために， まず， ルイ

１４世治世までのアソタソダソ制発展の過程を概観したい１）． その場合， おおよその目安として，１５世

紀末以降はじまる生成期， リシュリュー時代からフロンドの乱にいたる確立期， フロンドの乱後，

特に， ルイ十四世親政下の完成期に三区分して発展の特徴を叙述する． 但し， アソタソダソ制は，
アソシアソ・レジーム期の諸制度の多くがそうであるように，，漸次的発展をとげたものであり， 必

ずしも計画的な改革立法の所産ではなかったから， 発展過程を段階的に理解することは容易ではな

く， この三区分もあくまで便宜的なものである．

　

まず， 第一の時期として， アソタソダソ制の起源は， 通常１５世紀以降継続的に行なわれるように

なった訴願審査官 （ｍａｌｔｒｅｄｅｓｒｅｑｕｅｔｅｓ） の地方巡察 （ｃｈｅｖａｕｃｈ６ｅ） に， あるいは， 訴願審査官，

国務顧問官 （ｃｏｎｓｅｉｌｌｅｒ

　

αＥｔａｔ）， 最高諸院構成員に特定事項を委任 （ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ） して行なわれ

た彼らの地方 （ｐｒｏｖｉｎｃｅ） ない し地方駐屯の軍隊への派遣に求められている２）
． かかる

　

ｃｏｍｍｉｓ－

ｓｉｏｎを与えられた者，即ちコミセールの地方派遣は１６世紀中葉以降ますます頻繁となり，１５８０－１６００

年頃， 彼らは

　

ｓｕｐｅｒｉｎｔｅｎｄａｎｔ， ｉｎｔｅｎｄａｎｔｄｅｊｕｓｔｉｃｅ，
ｉｎｔｅｎｄａｎｔｄｅｓｎｎａｎｃｅｓ

　

等の名称で３），

１６２１－１６２８年頃には，ｉｎｔｅｎｄａｎｔｄｅｊｕｓｔｉｃｅ，ｐｏｌｉｃｅｅｔ ６ｎａｎｃｅ の名称で呼ばれるようになる４）．

　

こうした任務に起用された者については前述したが， 特にその主体は訴願審査官であった． 訴願

審査官自体の官職はオフィスであるから， 彼らはそもそもはコミセールではない． 王権は前述した

如き任務の委任に際して， 皮らオフィシェの中から選任し， その者をコミセールとして派遣したの

である． 彼らは勿論コミセールである場合もオフィシェとしての官職， 地位を失うことはない． か

かる訴願審査官は以後もアソタソダソ選任の母体となる，

　

この時期のアソタソダソ制の特徴を記すならば， 第－－に， 彼らの任務は旧来の官僚機構即ちオフ

ィシェの職務遂行に関する監督， 彼らの権限濫用に関する苦情処理， ーないし数箇の王令の執行状

況に関する監督であり， 従ってアソタソダソの任務の本質は「調査・監察」 であった５）． 第二に，

－１９－
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ＩＢ）
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アソタソダソ制の起源の一つが訴願審査官の地方巡察にあったという事実が示すように， この時期

にはまだアソタソダソの地方常駐態勢は確立せず， 彼らは 「一時的・臨時的」 派遣官僚であった．

第三に， アソタソダソの地方派遣は， 全王国的に見て， 同時に若干の地方に対してしか行なわれて

おらず， また， 一地方について見ても連続的に派遣が行なわれていない． 即ち， この時期のアソタ

ソダソの地方派遣は「全国的でもなく， また， 恒常的でもなかった」。

　

第二の時期，．この時期にはルイ十三世若年の摂政時代以来国内の混乱が相ついだこと， および，

三十年戦争への直接・間接の介入が， とりわけリシュリューの指導下に， 権力機構の強 化を導 い

た． 就中， 三十年戦争への介入は， 租税増強の必要から財務行政機構の整備を， また租税増徴の結

果たる反税闘争の頻発から治安維持機構の確立を急務たらしめる． かかる要請のもとでアソタソダ

ソ制は著しく発展をみる． ムーニエは， とくに１６３４‐１６４８年の時期に， 殆んど《新制度の創設》と

よびうるほどの変革がア ソタソダソ制にあったことを論証している６）．

　

またこの時期には， 中央における統治機構の整備が進む． 即ちアソタソダソ制に関連して重要な

のは， 国王顧問会議 （ｃｏｎｓｅｉｌｄｕｒｏｉ） の専門分化が進行して機能性を増し， また， 国王留保裁判

（ｊｕｓｔｉｃｅ

　

ｒｅｔｅｎｕｅ） 権に基づいて発せられる顧問会議裁定 （ａｒｒｅｔｄｕｃｏｎｓｅｉｌ） が， 最高諸院の審

査， 登録権を排除して効力を持つという権威を確立したことである７）． かくして， 王権は裁定を行

政命令として用いつつ， アソタソダソをして多方面から在地のオフィシェ官僚機構に介入させてゆ

く．

　

この時期のアソタソダソ制の特徴を列挙するならば， 第一に， アソタソダソの広汎かつ頻繁な使

用の結果， アソタソダソ制は 「恒常的・常駐的」 性格をおびてくること． 第二に，国王顧問会議－－

アソタソダソという指揮系統が確立， 強化されること． 第三に，指揮系統の確立に伴い，アソタソダ

ソの権限も拡大強化する． 正に， ｉｎｔｅｎｄａｎｔｄｅｊｕｓｔｉｃｅ，ｐｏｌｉｃｅｅｔ６ｎａｎｃｅ として司法，行政，財政

上の広汎な権限が集中すること．第四に，アソタソダソがほぼ全国的に設置されるにいたったこと．

第五に， その管轄区も縮少の傾向をたどり，ｉｎｔｅｎｄａｎｔｄｅｐｒｏｖｉｎｃｅ としてほぼ一地方（ｐｒｏｖｉｎｃｅ）

ないし一徴税区 （ｇｅｎｅｒａｌｉｔき） を所管とするにいたったこと８）． 第六に， 上記の如き諸特徴はアソタ

ソダソの質的変化を意味するものであること． つまり，この時期にアソタソダソは 「調査・監察官」

としての機能を失わぬとはいえ， そこから， 「行政官」 へと脱皮したことである９）． ムーニエが， 前

述の如く，１６３４－４８年の時期に強調したアソタソダソ制の質的発展はまさにこの点なのである．

　

かくして， この時期のアソタソダソ制は， もはや， 臨時的制度ではなく通常的行政機構となり，

かかるものとして旧官僚機構の権限を奪っていった， それゆえ， 旧官僚機構の担い手たる高等法院

官僚 （ｐａｒｌｅｍｅｎｔａｉｒｅｓ） を頂点とするオフィシェ層の反撃を蒙り１０），

　

フロンドの乱に際 して， ア ソ

タソダソ制は一時廃止の憂き目を見ること，になるｔｌ）．

　

第三の時期，１６５３年にフロンドの乱が終結すると， 王権はただちに権力機構の再建に着手し， 就

中ア ソタソダソ制の復活に努める１２）， その場合， マザラソは， フロンド側 （ｆｒｏｎｄｅｕｒｓ） を刺激せ

ぬように， アソタソダソ制を廃止し，１６‐世紀の所謂訴願審査官の「巡察」を復活するという口実を用

い， また，さしあたってはア ソタソダソの称号を用いず， 「王令執行のための派遣委任官 （ｃｏｍｍｉｓ－

ｓａｉｒｅｓｄｅｐａｒｔｉｓｐｏｕｒ ｒｅｘｅｃｕｔｉｏｎ ｄｅｓ ｏｒｄｒｅｓｄｕｒｏｉ）」 という名称を使用 した． 従って， フロンド

直後は， 行政官から監察官への逆転が見られ， 管轄区も数箇の徴税区におよび， 行政官としての機

能を果し得ぬ広さのものになるなど， 著しい後退が見られる１３）． しかし， 徐々に既成事実を積み重

ねつつ， 更にルイ十四世親政時代に入り， 特にオランダ戦争以降， アソタソダソ制は全く１６４８年以

前のものに復活する． しかも， この時期には， 次の二点において， アソタンダソ制は一層の進展を

見る．

－２０－
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第一に， 全王国的にアソタソダソの設置が完了することである． ア ソタソダソの設置は１６４８年以

前にほぼ完成を見たが， まだ設置未了であった地方にアソタソダソ制が導入される， 即ち，１６８２年

のナヴァール （Ｎａｖａｒｒｅ） であり， 最後に，１６８７年のブルターニュである． かく して， 全国的にア

ソタソダソ網が完成する， 第二に， アソタ ソダソ制が， その下部機構としてシュブデレゲを備える

にいたったことである， アソタソダソは早くから職務の遂行を補佐させるために， ア ソタソダソ個

人の私的コミセールとしてシュブデレゲを用いていたが， アソタソダソの行政官への発展とともに

シュブデレゲの重要性は著しく高まることになる． それゆえに， この時期には， これまでむしろシ

ュブデレゲ使用に好意的とはいえなかった王権側に一定の認識の変化が見られるようになり， また

アソタソダソのシュブデレゲ使用においても， 当初の特定任務を一時的に委任されたシュブデレゲ

から， アソタソダソ管区 （ｉｎｔｅｎｄａｎｃｅ） 内の一定区域を管轄区とし， ア ソタソダソの権限を， 決定

権を除いて， 包括的に委任されたシュブデレゲヘと移行してゆく． 即ち， アソタソダソ管区が下部

機構としていくつかのシュブデレゲ管区 （ｓｕｂｄｅｌｅｇａｔｉｏｎ） に区分されるようになるｔ４）．

　

以上の如く， 本稿が主たる対象とするシュブデレゲがいかなる過程のもとに登場を促がされるの

かを示すために， アソタソダソ制の発展過程を大よそながら概観した， 次に， シュブデレゲ制の形

成に関して若干の言及を試みる．
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８） アソタソメソに行政官としての機能が要求さ，れるに従い， 管轄区は縮小される傾向を持つ． これに対して

　　　

彼らが巡察を主たる任務としていた場合には担当区域が数ヶの徴税区に及ぶほど広いことがしばしばであっ
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９） アソタソダソの行政官への発展は， 直接的には， 三十年戦争を契機として， 旧来の財務行政機構 （ｔｒ６ｓ－

　　　

ｏｒｉｅｒｓｄｅＦｒａｎｃｅ÷‐６１ｕｓ） によっては迅速かつ十分なタイュ税収の期待し得ぬことが認識された結果である

　　　

といわれる． アソタソダソは， 旧来のオフィシェ機構を自らに従属せしめ， あるいは， 徴税請負人（ｔｒａ‐
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園

　

シュブデレゲ制の形成

　

アソタ ソダソ制のもとに， シュブデレゲが何時出現したのかを確定することは， リコマールの言

う如く， 極めて困難である． 即ち， 彼によれば， 《１６６０年以前のシュブデレゲに関しては殆んど何

も分からない． シュブデレゲの創設が何時にさかのぼるかを知ることは， 多分， 決して出来ないだ

ろう， 何故ならば， シュブデレゲは公けの官僚ではなく， ア ソタソダソが， しばしば， 内密に彼ら

を用いたからである１）》 つまり， シュブデレゲとは， ア ソタソダソが任務遂行の必要上， 自己の任

務の一部ないし全部を， 私的に委託した者であって， 王権の立法措置の結果として生じたものでは

ないのである．

　

それでは， シュブデレゲ創設の時期は確定出来ぬとしても， ア ソタソダソによるシュブデ レゲの

使用に本来好意的ではなかった王権が， これを容認するにいたるのは何時頃であろうか， この点に

ついては， エスモナソの研究２）が示唆的である． 彼は，ア ソタソダソ制下のシュブデレゲに限らず，

委任された権限の「再委任行為」（ｓｕｂｄｅｌｅｇａｔｉｏｎ） 一般についての問題から検討を開始する，

　

彼は， まず， 第一に， 「再委任権」の法理論上の起源として， ローマ法における再委任に関する

観念を取り上げる． 彼によれば， ローマ法においては， 再委任に関しては二つの対照的な原則が存

在したといわれる． 即ち， 一つは， 私法上の再委任制限の原則が公法におよんだもので３）， 《ｄｅ－

ｌｅｇａｔｕｓ ｎｏｎ ｐｏｔｅｓｔｓｕｂｄｅｌｅｇａｒｅ（委任を受けたろ者は再委任することは出来ぬ）》 というもので

あり， これが本来行なわれていた観念である． 他の一つは， ローマの支配領域の拡大に伴ない統治

の必要上，主権者の委任を受けた者に限っては上記の制限を緩和するという原則である． 即ち《ｄｅ－

ｌｅｇａｔｕｓ ａ ｐｒｏｃｏｎｓｕｌｅ ｐｏｔｅｓｔｓｕｂｄｅｌｅｇａｒｅ》 （委任を受けたろ者は， プロコソスルによりては再委

任することができる）， あるいは， 帝政開始後は， プロコソスルがプリ ンケブスと変わった， 《ｄｅ－

ｌｅｇａｔｕｓ ａ ｐｒｉｎｃｉｐｅ ｐｏｔｅｓｔｓｕｂｄｅｌｅｇａｒｅ》なる原則である４）， そして， この一つの原則をめぐって，

どちらを優位におくべきかという議論が中世を通じて行なわれたが， １７世紀にいたっても結着をみ

なかったといわれる５），

　

第二に， しかしながら， ローマ法が維持されていた教会および司法関係の分野では， 中世を通じ

て各種の再委任が行なわれていた６）．

　

第三に，１６世紀においては， 国王の対外使節や，ｒｅｃｅｖｅｕｒｓｄｅｓ６ｎａｎｃｅｓ（徴税官），ｔｒｅｓｏｒｉｅｒｓ

ｄｅＦｒａｎｃｅ（フランス財務官）， および， 各種派遣官僚に再委任権が与えられており７）， 再委任権の

承認は， アソタソダソ制確立以前に， かなり一般的な慣行となっていたと思われること．

　

第四に， 訴願審査官ないしアンタソダンに再委任権が与えられた事例としては， １５９４年にノルマ

ンディーへ派遣された訴願審査官， および， １６２７年にプロヴァンスおよび ドフィネのアンタ ンダン

がこの権限を与えられている． しかし， その他のア ンタソダンヘの委任状 （ｌｅｔｔｒｅｄｅｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ）

には再委任権に関する事項は記載されていない８）． それゆえ， アンタンダソにおいては， かかる権

限が付与されることは特例的なものであったと思われる．

　

第五に，１６４２年８月２２日の顧問会議裁定がシュブデレゲ制の発展にとっては劃期的意味を持つ１０）．

この裁定は， タイ ュ税課税の責任をフラ ンス財務官から奪ってアンタ ンダソに 託－した も の で ある

が， また同時に， 財務官の苛鰍謙求，，納税者の減税要求に関する調査に限定されはするが， アソタ

ソダンにシュブデレゲ使用の権限を公認 しているのである． この裁定が劃期的なものであることの

意味は， この規定が例外的に特定のアソタンダンに適用されたのではなく， 全アソタンダンを対象

とするものであったことである．

　

以上の如く， エスモナンは， シュブデレゲが終始不安定な制度であったことを述べつつ， 王権に

よるその一応の承認を１６４２年に置くのである． しかし， この裁定によって認められたシュブデレゲ
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とは， 特定の任務を委任された臨時的存在であって， アソタソダソの権限を包括的に委任され， 恒

常的に設置された制度ではないのである． 即ち， 包括的かつ恒常的な， それゆえ， アソタソダソ管

区内に下部管轄区＝シュブデレゲ管区 （ｓｕｂｄｅｌｅｇａｔｉｏｎ） を形成する傾向を持つシュブデレゲ （ｓｕｂ－

ｄ引きｇｕｅ

　

ｇｅｎｅｒａｌ，ｓｕｂｄｅｌｅｇｕｅ

　

ｐｅｒｐｅｔｕｅｌ） は承認されなかったのであり， その事実上の確立はコル

ベールの死後であると言われている”）
．

　

コルベールが， シュブデレゲに関していかなる見解を持っていたかについては， １６７６年のボル ド

ー地方ア ソタソダソヘの書簡， 及び，１６８２年６月１５日の通達 ｉｒｃｕｌａｉｒｅ） の中に見られる． 即ち，
前者においては， 《貴下がなしうることで， 大多数のシュブデレゲを廃止すること以上に国王陛下

の思召しにかなうことはない， 陛下は， 貴下が自分で果し得ぬ任務についてのみシュブデレゲを設

け， 任務の終了とともに再委任も終了することを望まれているのだ１２）》 とあり， 後者においては，
《国王陛下は， 全般的任務を委任されたシュブデレゲの設置を禁じていられる． しかし， 個別的・

一時的任務のシュブデレゲだけは認めていられる１３）》 と述べている． コルベールはシュブデレゲ一

般に関しては否定はしなかった． それどころか， 彼が，１６６３年の大調査に見られる如く， たえず地

方からの正確で詳細な情報をアソタソダソ制に期待した以上， 下部機構の必要性を十分認識してい

たものと思われる． しかしながら，ｓｕｂｄｅｌｅｇｕｅ

　

ｇｅｒｅｒａｌの設置は厳しく禁じている． 何故か， エス

モナソによれば， コルベ【ルは， 個別的・一時的任務の委任ならば， アソタソダソ自体の機能がシ

ュブデレゲの存在によって制約されることは少ないが， 包括的・恒常的に権限を委任されたシュフ
デレゲを設置することは， アソタソダソ制を著しく制約することになると考えたのであろうと言

う１４）． この解釈は次の事実を考えあわせるならば， 恐らく， 妥当性を持つと考えられる．

　

第一に， シュブデレゲがその存在を王権により承認されたとはいっても， それは， シュブデレゲ

が直ちに国王官僚となったということではないことである， 王権が認めたのは， ア ソタソダソヘ権

限の再委任を行なうことであり， 従って， シュブデレゲは， 国王官僚ではなく， ア ソタソダソの私

的コミセールであった１５）． また， アソタソダソヘの再委任権の授与は， 換言すれば， 官吏任命権の

授与であり， 理論的に言っても， 権力の絶対性からはほど遠いものである． それゆえ， 王権にとっ
ては間接的な存在であるシュブデレゲが権限と地位を強化することは， 王権に危険を感じせしめた

ものと思われる，

　

第二に， 上述したシュブデレゲの性格に社会的観点を付加するならば， その意味あいは一層重大

なものとなる． 即ち， 現実にシュブデレゲとして任用された者は， 専ら在地のオフィ シェ層であっ

たことである１６）． ア ソタソダソがシュブデレゲに求めたものは， 一定地域に関する精通した知識で

あり， 一定地域内における権威であったが， こうしたものは， 事実上， 在地のオフィシエ層以外に

は求め得なかった． 一方，オフィシェ達は， 王権に直属するアソタソダソに結びつくことによって，
また， 地方に設定される重要な公職を独占することによって， 就中， 一定地域内における自己の権

威を強化しようとするのである． かかるオフィシェ層によって， 王権が集権的機構の核心とするア

ソタソダソ制の末端が担われた場合， 当然， 指揮系統における歪みが予想されるのである． このよ

うな観点からすれば， シュブデレゲに関するコルベールの警戒についてのェスモナソの解釈は妥当

なものと考えられる．

　

しかし， コルベールの意向にも拘らず， アソタソダソにおける行政上の重要性が増すにつれ， 下

部機構整備の必要はますます増大し， コルベールの死後，ｓｕｂｄｅｌｅｇｕｅｇきｎｅｒａｌ の存在は．事実上，王

権の容認せねばならぬものとなる１７）．

　

だが， かかる段階に達しても， アソタソダソのシュブデレゲ使用の仕方は極めて多様であり， 不
安定である． アソタソダソは， 特定の問題に限った臨時的シュプデレゲ （ｓｕｂｄｅｌｅｇｕｅｐａｒｔｉｃｕｌｉｅｒ）
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ｖｏｌ，２２ ＮＯ．・

　　　　　

ＪｏｕｒｎａｌｏｆＨ０ｋｋａｉｄｏ ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＥｄｕｃａｔｉｏｎ（Ｓｅｃ亡ｉｏｎ

　

．Ｂ）

　　　　　　

ｓｅｐｔ．，１９７１

を終始使用 し続けたし， またそれと併行して， ｓｕｂｄｅｌｅｇｕｅ

　

ｇｅｎｅｒａｌ

　

を使用するこ と も あ っ た，

ｓｕｂｄｅｌｅｇｕｅｇｅｎｅｒａｌ の使用の仕方も， ア ソタソダソがただ一人の Ｓｕｂｄｅｌｅｇｕｅｇｅｎｅｒａｌを選任して，

管区内の一定地域を委ねた場合もあり， また何人かの

　

ｓｕｂｄｅｌｅｇｕきｓ

　

ｇｅｎｅｒａｕｘ に管区を分割し， 下

部行政区劃設立の方向をとった場合もあった． だが， その場合も， シュブデレゲ管区は明確に劃定

はされておらず， いまだ， 極めて流動的であった１８）． かかる． シュブデレゲ制整備の必然的趨勢と

シュブデレゲ制の極めて流動的な実態とが， やがて， 若干の行政的改革をうたいつつ， シュブデレ

ゲの官職化とその売却を企図する１７０４年王令を導くことになる．

＜註＞

　　

１） Ｊ，Ｒｉｃｏｍｍａｒｄ，Ｒｅｖｕｅｄ’Ｈｉｓｔ。ｉｒｅ Ｍｏｄｅｒｎｅ，１９３７， ｐ．３４３．

　

２） Ｂ，臨ｎｏｎｉｎ，脳ｏｒｉｇｉｎｅｓｅｔｌｅｓｄｅｂｕｔｓｄｅｓｓｕｂｄ６１６ｇｅｓｄｅｓｉｎｔｅｎｄａｎｔｓ，ｄａｎｓ“ＥｔｕｄｅｓｓｕｒｌａＦｒａｎｃｅ“
，

　　

３） 私法上委任を受けた者は， 委任事項を自ら履行せねばならぬものとされ， 第三者に再委任する場合には委

　　　

任者の承諾が必要であった． この原則が公法上にも及んだという．ｌｂｉｄ，，ｐ．１３１．

　　

４） ｌｂｉｄ．，ｐ．１３１．

　　

５） ｌｂｉｄ，，ｐ．１３２．

　　

６） ｌｂｉｄ．，ｐｐ．１３２‐３．

　　

７） ｌｂｉｄ．，ｐ．１３３．

　　

８） ｌｂｉｄ．，ｐ．１３５．

　　

９） ｌｂｉｄ．，ｐ．１３６．

　　

１０） １６４２年８月２２日の裁定は， ムーニエがアソタソダソ制発展の劃期とする１６３４‐１６４８年の間でも， とりわけ

　　　

重要視されている． 《……国王政府は１６４３年度分のタイユ税および軍用糧食徴収に関する１６４２年８月２２日の

　　　

法令によって， 公式に， 革命（ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）を開始した》．Ｒ．Ｍｏｕｓｎｉｅｒ，Ｂｔａｔｅｔｃｏｍｍｉｓｓａｉｒｅ，ｐ．３３６． ま

　　　

た， アソタンダソヘのタイュ税行政の移行については， Ｅ，Ｅｓｍｏｎｉｎ，ＬａｔａｉｌｌｅｅｎＮｏｒｍａｎｄｉｅ，Ｐａｒｉｓ，１９ｌ

　　　

ｐ．４３ｅｔｓｑｑ．

　　

１１） Ｇ，Ｐａｇｅｓ，しＥ潟ｏｒｉｇｉｎｅｓｄｕ ＸＶＩＩ１ａｓｉａｃｌｅ，ｐ，２１，

　　

１２） Ｍ．Ｍａｒｉｏｎ，Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ，ｐ．５１９．

　

１３） Ｇ．Ｐａｇｅｓ，ｏｐ．ｃｉｔ．，ｐ．２１

　　

１４） ｓｕｂｄｅｌｅｇｕｅｐａｒｔｉｃｕｌｉｅｒの場合には， 《‐‐…アソタソダソに， 自らを補佐させるに十分大きな幅を残した

　　　

のだ》， Ｅ，Ｅｓｍｏｎｉｎ，しｅｓｏｒｉｇｉｎｅｓｅｔｌｅｓｄｅｂｕｔｓｄｅｓｓｕｂｄｅｌｅｇｕｅｓ，ｐ，１３７，

　

１５） 従って， シュブデレゲの待遇は， 本来， 無給であった．

　

１６） この点については， その実態の一端を， ブルターニュに限定してではあるが， 次章で述べる．

　

１７） Ｇ，Ｐａｇｅｓ，ｏｐ，ｃｉｔ，ｐ，２１；Ｅ，Ｅｓｍｏｎｉｎ，Ｌｅｓｏｒｌｇｌｎｅｓｅｔｌｅｓｄｅｂｕｔｓｄｅｓｓｕｂｄｅｌｅｇｕｅｓ，ｐ，１３８，

　　

１８） Ｍ．Ｍａｒｉｏｎ，ｏｐ．ｃｉｔ．，ｐｐ，５１９一５２０．

〔二〕 ブルターニュにおけるシュプデレゲ官職の売買について

（１） ブルターニュにおける１７０４年以前のシュブデレゲ

　

シュブデレゲ制がいかなる過程を経て形成されるかという問題を，
ブルターニュ・ア ソタソダソ管

区に関して取り上げることは出来ない． 何故ならば， ブルターニュはア ソタソダソ制が最後に導入

された州であって１）， その時には， シュブデレゲは， 既に， 王権の公認するところとなっていたか

らである． 従って，１６８９年に着任した初代ア ソタソダソ， ポムルー（Ａｕｇｕｓｔｅ‐ＲｏｂｅｒｔｄｅＰｏｍｅｒｅｕ）

への委任状の一項に再委任権の授与が明記されている２）． 但し， この委任状によれば， 再委任を許

執れている権限は民事事項に限定され， しかもそれに関する調査， 連絡に限られており， 事件の裁

決はア ソタソダソ自身がなすべきものとされている． 従って， ポムルー時代のシュブデレゲは委任

状に関する限り， 権限範囲においてもその内容においても極めて限定されたものであった．

　

１６９２年， ポムルーの後任として着任したノワソテル （ＬｏｕｉｓＢｅｃｈａｍｅｉｌｄｅＮｏｉｎｔｅｌ） の時代にな

ると， ブルターニュにおけるシュ ブデレゲは著しい発展をとげる３）． この時代のシュブデレゲの存

在形態は極めて多様である． 即ち， 前代に引続き， 情報収集等の任務を託されたシュブデレゲ， お
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ょび， １６９５年の第一次ヵピタシオン税 （ｃａｐｉｔａｔｉｏｎ） の課税事務の如き特定の任務を委ねられたシ

ュブデレゲが存在する．一方， これらとならんで， 一定地域においてアソタンダソの権限を包括的．

継続的に委任されたシュブデレゲ， 即ち， ｓｕｂｄｅｌｅｇｕｅｇｅｎｅｒａｌ が登場するのである． かく して， ノ

ワソテル時代に， ブルターニュにおいては， 特定の臨時的任務を付与されたシュブデレゲが随時使
用されるとともに， 他方，ｓｕｂｄｅｌきｇｕｅｇｅｎｅｒａｌ のもとで， アソタソダソ管区内に下部行政管区設立
の方向がたどられたのである４）．

＜註＞

　　

１） アソタソメソ制のブルターニュ導入に至る前史， および， 導入の経過については， ＨｅｎｒｉＦｒｅｖｉｌｌｅ，じｉｎ‐

　　　

ｔｅｎｄａｎｃｅｄｅＢｒｅｔａｇｎｅ（１６８９－１７９０）， Ｒｅｍ１鵜，１９５３，ｔ，１，ｐｐ，３３－４４， ４６，

　　

２） ｌｂｉｄ．，ｐ．５０一１．

　　

３） ｌｂｉｄ．，ｐ．８１ｅｔｓｑｑ．

　　

４） 《従って， アソタソダソのシュブデレゲは， もはや， 只一つの任務あるいは一系列の任務を委任された者

　　　

ではなかった． 彼らは広汎な権限を持った， 地方的・領域的協力者 （ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｅｕｒｓｌｏｃａｕｘ，ｔｅｒｒｉｔｏｒｉａｕｘ）

　　　

になったのである》。ｌｂｉｄリｐ．８３．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　

（未

　

完）
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